
平成18年（2006年）8月15日�4

●絵本屋の日曜日　　落合恵子著　岩波書店
●京都おとくに歴史を歩く�
　　　乙訓の歴史を学ぶ会編著　かもがわ出版
●日本の絶景上・下 一度は逢いたい自然風景百選�

山と渓谷社�
●疾走12年アサノ知事の改革白書�

　浅野史郎著　岩波書店�
●フラット化する世界上・下�

　　経済の大転換と人間の未来�
　 トーマス・フリードマン著　日本経済新聞社�

●生死を分けた三分間�
　　そのとき被災者はどう生きたか�

被災者＋日本聞き書き学会編　光文社�
●がんを防ぐ　国立がんセンター発�

垣添忠生著　主婦の友社�
●着物あとさき　　　　　　青木玉著　新潮社
●フリーマーケット完全マニュアル�

フリーマーケット探検隊編　彩図社�
●シートン（探偵）動物記　　柳広司著　光文社
●被爆のマリア　　田口ランディ著　文芸春秋
●キーパー　　　　　　マル・ピート著 評論社

●おふろごっこ�
きむらゆういち作　長野ヒデ子絵 佼成出版社�

●おにいちゃんには はちみつケーキ�
ジル・ローベル文　セバスチャン・ブラウン絵�

主婦の友社�
●ベンジーとおうむのティリー�

マーガレット・ブロイ・グレアム作　アリス館�
●新幹線　　　　　松尾定行構成・文　学研
●すき 谷川俊太郎詩集　谷川俊太郎作　理論社
●イサナと不知火のきみ�

 たつみや章作　東逸子絵　講談社�
●ミッシング・ガールズ　　松原秀行著　講談社
●海から来たマリエル�

ブライアン・ジェイクス作  ゲリー・チョーク絵�
徳間書店�

●アキンボとアフリカゾウ�
アレグザンダー・マコール・スミス作 広野多珂子絵 

分研出版�

　ゴールキーパーはクツワムシ。フォ
ワードはナナフシ。�
　虫たちの熱い試合が、いま始まる。
はらっぱカップを手にするのは？�
　楽しいサッカー絵本。�

杵川希文・近藤薫美子絵�
教育画劇�

家庭用電話機なのにリース契約？�

　万一の災害に備える消防活動は、古くから地
域の若者が中心となり、任務にあたりました。昭
和22年（1947）に自治体が消防の責任者となり
ますが、向日町（当時）のような市町村では、大都
市とは違い、やはり地域住民が担うものでした。�
　上の写真は、昭和20年代後半の消防車購入
時の記念写真です。左端に写っているのがガソリ
ンエンジンで放水できる手引き消防車で、当時、
最新鋭のものでした。撮影場所は鶏冠井区事務
所前で、｢向日消防組第四部｣と染め抜かれた揃
いのハッピ姿の消防組員と、地区の役員が並ん
でいます。後ろには大きな火の見やぐらも見えます。�
　向日町の消防組は、第一部・物集女から第六部・
向日区まで、大字ごとの組織でした。昭和28年に
は上植野、翌年には向日区と、この時期にガソリ
ンポンプが次 と々各地区へ導入されました。この
後には、向日町として、昭和32年にオート三輪、34
年には四輪の消防車を購入し、消防も自動車を
使う時代に入っています。�
　昭和42年になると、人口1万人以上の市町村
は消防署の設置が義務付けられ、向日町でも常
備の消防署が誕生します。一方で、住民による消
防組織は、昭和52年には、分団制へと移行しまし
た。昭和56年には、競輪場前の現在の消防庁舎
が、向日市の消防の新たな拠点となりました。�
　平成13年（2001）、乙訓2市1町の消防本部は、
乙訓消防組合として統合、強化されました。住民
による消防団は、地元密着の組織という役割が
強まり、互いに連携して、まちの防災に努めています。�

【昭和20年代後半（1951～55）頃】�

【現在】�

京都府消防操法大会に向けて、ポンプ車操法訓練を行う向日
市消防団。第6向陽小学校グラウンドで。�

ガソリンエンジン付き手引き消防車購入記念写真。鶏冠井区事
務所前で。（生嶋仲一氏提供）�

消費者トラブルにご用心�

　向日市在住の方、通勤（パート、アルバイトは除く）、
通学している方ならどなたでもお借りいただけます。そ
の際、貸出券が必要です。�
　初めて利用される方は、運転免許証、健康保険証、
学生証など、住所、氏名、生年月日の確認できるもの
をお持ちください。その場で貸出券をおつくりします。�
（本、CD、テープあわせて10点まで。2週間以内）�
※図書館ホームページで所蔵資料をご予約いただ
けます。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。�
　　http://www.library.muko.kyoto.jp/

図書館で本を借りるには�

■一般図書�

今月の�
一冊�

むしサッカー はらっぱカップ�

連載�

■児童図書�

HP

5 消防団�
12回シリーズの5回目�

新 着 図 書 �

お問い合わせ　　環境政策課 防災安全係（内線249、235）�

お問い合わせ��
文化資料館　1931‐1182

お問い合わせ　　図書館　1931‐1181

事　例�

　事例のような、個人事業主を狙った悪質な電
話機などのリース訪問販売の相談が増加した
ため、経済産業省は平成17年12月6日、「特定
商取引に関する法律（特商法）」の通達改正、
業界団体への指導を発表しました。�
　一見事業社名で契約していても、主に個人用・
家庭用として使用している場合は、消費者とし
て原則「特商法」が適用され、クーリング・オフが
できることが明示されました。�
　クーリング・オフができるかどうかについては条
件によりますので、まずは消費生活相談でご相
談ください。�

アドバイス�

　緊急的な土曜日・日曜日の消費生活電話
相談窓口を開設しています。�
（京都府・京都市の共同事業）�
土曜日・日曜日・午前10時～午後4時�
1257‐9002、電話相談のみ�

　専門の相談員による相談を行っています。�
個人で対処しようとせず、相談をご利用ください。�
●相談日／毎週水曜日（午前10時～午後4時）、
毎週月・金曜日（午後1時～4時）�
●相談場所／市民相談室（市役所1階）�

【一人で悩まず消費生活相談へ】� 【土・日曜日の相談は】�

　一人で美容院をやって
いる。先日、訪問販売で
販売員に、「3年後にすべ
ての電話はデジタル化され、
現在の電話機は使えなく
なる。リースにすると得だ」

と勧められた。個人名義の電話機なのに美容院名義
で書くように言われ、リース契約をした。�
　しかし月7,700円で84回払いのリース料は高額すぎ
解約したい。美容院は近所の人が来る程度で営業に
電話を使用することはほとんど無い。�
（50歳代女性）�


